
要支援1 451 12 18 542 単位 5,598 円 560 円 1,120 円 1,679 円

要支援2 561 12 18 666 単位 6,879 円 688 円 1,376 円 2,064 円

要介護１ 603 12 13 12 18 741 単位 7,654 円 765 円 1,531 円 2,296 円

要介護２ 672 12 13 12 18 819 単位 8,460 円 846 円 1,692 円 2,538 円

要介護３ 745 12 13 12 18 901 単位 9,307 円 931 円 1,861 円 2,792 円

要介護４ 815 12 13 12 18 980 単位 10,123 円 1,012 円 2,025 円 3,037 円

要介護５ 884 12 13 12 18 1058 単位 10,929 円 1,093 円 2,186 円 3,279 円
22221 228209

介護職員等処遇改善加算Ⅰ　(14%）に変わります。(令和6年6月1日より）

片道 184

1回あたり 8

1日あたり 64

1カ月当たり 100

1カ月当たり 10

1日あたり 90

1日あたり 58

1日あたり 421

1日あたり 120

1日あたり 200

＜令和6年4月1日～令和6年7月31日＞ その他の費用

単位 金額 (円)

多床室 個室 多床室 個室 2,000円

第１段階 0 320 300 300 620 4,000円

第２段階 370 420 390 760 810 30分あたり 2,500円

第3段階① 370 820 650 1,020 1,470 1回あたり 実費

第3段階② 370 820 1,360 1,730 2,180 1回あたり 1,000円

第４段階 1000 1,300 1,660 2,660 2,960 １日あたり 実費

※1日の食費の内訳【朝食：440円昼食：680円夕食540円】 1食あたり 実費

＜令和6年8月1日～＞ ※送迎サービス、受診付添サービスは時間帯により、ご希望に添えないことがあります。

※原則、受診の送迎及び付き添いは、家族様でお願いします。

多床室 個室 多床室 個室

第１段階 0 380 300 300 680

第２段階 430 480 390 820 870

第3段階① 430 880 650 1,080 1,530

第3段階② 430 880 1,360 1,790 2,240

第４段階 1000 1,300 1,660 2,660 2,960

特別食

理美容サービス

利用中の受診で職員が付き添いをした場合

理髪店の出張による理容サービス

１ヵ月に2週間以上、施設管理を行った場合

材料費、ショッピング、園内売店利用等

Ⅱの要件を満たし、より業務改善の取り組みによる成果が確認されている場合

生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っている場合

季節に応じた特別な食事を提供した場合（100円～300円の範囲で）

利用者様や家族様の事情により緊急に受け入れた場合　7日限度として

生産性向上推進体制加算Ⅰ

生産性向上推進体制加算Ⅱ

緊急短期入所受入加算

医療連携強化加算

在宅中重度受入加算

若年性認知症受入加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算

関係医療機関等と事前に取決めを行い胃瘻等必要な利用者様を受け入れた場合

当施設で利用者様が利用している訪問看護事業所が健康上の管理を行った場合

若年性認知症利用者の受入時

医師が認知症の行動、心理症状が認められるため在宅での生活が困難と認めた方が利用された時、７日を限度として

喫茶・レク用品等

1.介護保険適用の自己負担分及び月額利用料金 (日計算）

くすのき園短期入所生活介護事業所　利用料金表
令和6年4月1日～

施設サービス単位内訳 合計単位数 月額料金 自己負担額（日額）

要介護度

83

⑥介護職員等処遇改善
加算Ⅰ　(12．6%）

61

75

①基本単位
(/日）

②機能訓
練体制加
算 (/日）

③夜間職員
配置加算

(/日）

④看護体制
加算  　　(/

日)

⑤サービス
提供体制

強化加算(/
日）

3割負担の方(単
位：円)

2割負担の方(単
位：円)

1割負担の方(単
位：円)

92

101

①+②+③+④+⑤+⑥＝Ａ
Ａ×地域区分
(10.33/単価）

110

119

2.その他の加算　(状況に応じて適用されます。）

加算名

送迎加算

単位数 加算の要件

受診付添サービス

預り金等管理料

内容

送迎サービス 1回あたり
上記以外の地域（病院受診等で利用する場合）

鈴鹿市内及び楠町内（病院受診等で利用する場合）

備考

療養食加算

看取り連携体制加算

通常の送迎実施区域は鈴鹿市内及び四日市市楠町内　自宅まで

医師の指示箋に基づく療養職を提供した場合

看取り期の利用者に対してサービス提供を行った場合　7日を限度として

区分
居住費 (円/日） 食費

 (円/日）

1日あたり

2.その他利用料

区分
居住費 (円/日） 食費

 (円/日）

1日あたり

※令和6年4月1日よりおやつは、売店での購入・施設への持参をお願いいたします。


